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（施工体制の適正化）

適正な元請・下請関係を締結する！
工事関係者だけでなく公衆に対する透明性が重要！
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■ 監督職員が法律規則をよく理解しておく！

■ 現場監督時に施工プロセスのチェックを行い、不適切
な場合は改善指示！（点検頻度で施工中適宜とされている
項目のチェックを確実に行うことで多くの問題点が改善さ
れる。）

■ 現場代理人・主任技術者に対して日常的な教育（法令
等の解説）を行う。

■ 不明な点については、企画調整室・総務契約室に問い
合わせて請負業者にフィードバックする。

【目標】
①全国一斉施工体制点検時の不適正な工事ゼロとする。
②現場パトロール時・検査時等の指摘ゼロとする。

土木事務所の努力目標
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一括下請負の禁止

【建設業法】
（一括下請負の禁止）
第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法を

もつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
２ 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工

事を一括して請け負つてはならない。
３ 前二項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を

得た場合には、適用しない。
４ 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定める

ところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使
用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通
省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることがで
きる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をした
ものとみなす。

【公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律】
(一括下請負の禁止)
第十二条 公共工事については、建設業法第二十二条第三項の規定は、適
用しない。
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一括下請負（丸投げ）の定義とは？

一括下請負（丸投げ）は禁止されています。

工事の全てを一括下請負するだけが丸投げではありません。

例えば、擁壁工と法面工がある工事を請け負った場合に、元請
は擁壁工を施工し、法面工事は下請の法面専門の業者に施工させ
て、その施工管理・出来型管理・品質管理も全て下請けにさせて
いる場合は、法面工の部分において丸投げであって、元請として
の関与が十分といえないことになります。

たとえ専門外の得意でない分野であっても、元請としての管理
責任を果たして、細かな施工管理を行うことが求められます。

当然、検査時においても説明するのは元請の主任技術者である
ことから、下請の主任技術者や現場代理人に説明させるようなこ
とがあってはいけないこととなります。・・・検査の主役は元請
けの主任技術者です。（積極的な説明を！）
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施工体制台帳の作成

【建設業法】
（施工体制台帳及び施工体系図の作成等）
第二十四条の七 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合におい

て、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該下請
契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）が政令で定める金額以
上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定める
ところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人
に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施
工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

２ 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に
請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者
に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工
事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

３ 第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定に
より備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。

第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事におけ
る各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事
現場の見やすい場所に掲げなければならない。
（※ 適正化法では公衆からも見やすい位置と規定されています。）
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施工体制の点検義務

【公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律】
第四章 施工体制の適正化
(一括下請負の禁止)
第十二条 公共工事については、建設業法第二十二条第三項の規定は、適用しない。
(施工体制台帳の提出等)
第十三条 公共工事の受注者(建設業法第二十四条の七第一項の規定により同項に規定
する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこと
とされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきも
のとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発
注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用し
ない。
２ 前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつか
さどる者(次条において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工
体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これ
を受けることを拒んではならない。
３ 第一項の公共工事の受注者についての建設業法第二十四条の七第四項の規定の適
用については、同項中「見やすい場所」とあるのは、「工事関係者が見やすい場所及
び公衆が見やすい場所」とする。
(各省各庁の長等の責務)
第十四条 公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者の設置の状
況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が
施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなけれ
ばならない。
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工事成績との関係（施工プロセスのチェック）

施工プロセスのチェックリストでは、施工体系図等の掲示物
の確認を行うことにされており、不適切である場合は是正指導
し、改善がされない場合は成績表定評の【「施工プロセス」
チェックで指摘事項がなかった。また指摘事項に対する改善が
速やかに（次回）実施された。】の項目を減点対象とします。

施工プロセスのチェックリスト
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工事成績との関係（施工プロセスのチェック）

施工プロセスのチェック
リストでは、技術者の配置
状況等の確認を行うことと
されています。

不適切である場合は是正
指導し、改善がされない場
合は成績表定評の【「施工
プロセス」チェックで指摘
事項がなかった。また指摘
事項に対する改善が速やか
に（次回）実施された。】
の項目を減点対象とします。

施工プロセスのチェックリスト




